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大学等進学者に対する日本学生支援機構「高等教育の修学支援新制度」について(お知らせ) 

 

「高等教育の修学支援新制度」についてリーフレットを配布いたします。支援の内容においても更に拡

充されたものになっていますので、ご家庭でよくご覧になって検討をされてください。 

 

◆ 給付型奨学金の支給額は私立･自宅外では年額にして最大 91 万円程度です。また、給付型奨学金

と併せて、授業料と入学金の支援もあります。 

◆ 大学、短期大学、専門学校に進学する人(又は、高等専門学校４年に編入学する人）で、経済状況

及び学力(成績・学習意欲など)の条件に合う人が対象となります。 

◆ 奨学金の申込書類を４月中～下旬に希望者に配付しますが、いざ募集が始まってから慌てること

のないよう、事前に次の準備をお願いします。 

➢ 進学に向けていくつかの学校のオープンキャンパスに参加したり、HPで調べたりして入学後に

かかる費用+生活費について、保護者とともに確認をする。(支援の対象校は文部科学省のホーム

ページで確認できる) 

➢ 既に準備している費用（学資保険など）、毎月の収支を把握する。 

➢ 奨学金の申し込みにはマイナンバーの入力が必要となるので、手元にあるか確認をする。 

◆ 令和 7年度から多子世帯の場合、所得制限がなく授業料・入学金が免除になります（上限有）。 

◆ 給付型奨学金の条件に合わなくても貸与型の奨学金があり、同時に募集が始まります。 

 

 

 

 

 

 

この制度について、リーフレットの裏表紙にある QR コードでＬＩＮＥ公式アカウント『高等教育の修学支援』に

登録して、制度の概要を確認下さい。 

リーフレットのＰ2 にある進学資金シミュレーターの QR コードから、支援額が試算できるシミュレーションのツ

ールを利用し、自分が対象になるか確認しましょう。以前よりかなり給付の対象が広がっておりますし、貸与型の

試算もできますので、一度やってみてください。(おおよその目安です) 

※保護者の皆さまへ 

・令和４年度から成年年齢が引き下げられ、申請書の生計維持者欄の自署の必要がなくなりました。

しかし、お金のことについては保護者でないと分かりません。お子様とよく相談のうえ申請をしてく

ださい。 

・『給付型奨学金』、『貸与型奨学金(第 1 種)利息なし』は２年次までの評定平均も関係してきますの

で、お子様の成績についても把握をお願いします。 

 

 

 

 

※生徒の皆さんへ 

・『給付型奨学金』、『貸与型奨学金(第 1 種)利息なし』については、経済状況の他に成績・学習意欲も

関係してきます。例年、１年～2 年次までの全体の評定が３.５以上となっています。 

今の時点で３.５未満の生徒は学習意欲の評価が高ければ申請はできます(条件あり)が、採用されると

は限りません。もし、今回、成績基準で申請が通らなくても、進学先で高校３年間の評定が３.５以上

(大学の場合)あれば再度申込をすることもできますので、少しでも高校で評定を上げる努力が必要とな

ります。 

別紙 

 


